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１ 計画の趣旨

本計画は、名古屋市防災人材育成方針（令和4年3月策定。

以下「育成方針」という。）に掲げる市民・事業者・市職

員ごとの「めざすべき姿」の実現に向けて、計画的、体系

的、戦略的に防災人材育成を推進していくために、名古屋

市が毎年度、取り組む事項を具体的に定める単年度計画と

して策定するものです。



２ 防災人材育成の基本的な考え方

育成方針に掲げる「めざすべき姿を実現するための方策」及び
「育成対象」に区分して各局室区が実施する事業を整理し、計画
的・体系的・戦略的に取組を推進していきます。

（１）方策別施策の推進

全ての市民・事業者・市職員に対する「意識の
変革」を促し、将来的には各々の必要性に応じて
必要な「知識・スキル」を全ての対象者が身に付
け、より多くの「地域防災を支える担い手等を確
保」するよう取組を段階的に推進していきます。

（方策別施策の推進イメージ）

（２）育成対象別施策の推進

全ての育成対象に共通して必要となる基礎的な
意識の醸成・知識の普及啓発に加え、育成対象ご
との特性などに応じた効果的な取組を展開します。

また、既存の枠組みに捉われず、各育成対象が
過ごすあらゆる場や機会を防災人材育成の場とし
て捉え、市役所や民間の様々な事業とも積極的に
連携し、多面的に推進していきます。

（育成対象のイメージ）



（３）取組の検証

毎年度、個別事業の実

施状況を把握するととも

に、育成対象別のアン

ケートにより、計画全体

の取組の効果を測定し、

その結果や課題などにつ

いて、全庁的な会議の場

を通じて共有し、局横断

的な視点などで改善点を

検討し、次年度以降の計

画に反映します。
（PDCAサイクルによる計画の策定）

２ 防災人材育成の基本的な考え方



近年の自然災害や防災に関するトピックス、また本市における現
状や課題を整理するとともに、それらを踏まえ、令和8年度に特に
重点的に取り組むべき事項を設定します。

≪近年のトピックスと本市の現状・課題≫

・個別避難計画作成の努
力義務化

・避難確保計画作成等の
義務化

・中小河川の浸水想定区
域の指定

・防災気象情報の見直し

「逃げ遅れゼロ」の実現
に向けた法改正等

・共助の意識、事業者
の防災意識のさらな
る醸成が必要

・意識の高まりを備え
の実践に結び付ける
「行動変容」が必要

防災人材育成の現状

能登半島地震を契機として
加速する災害対策へ対応

・災害対応力の強化
・被災者支援の充実
・地域防災力の強化
・多様な機関との連携強化
・防災DXの推進

能登半島地震を踏まえた
災害対応の検証

３ 令和８年度における重点事項



３ 令和８年度における重点事項
① 能登半島地震の教訓を踏まえた人材育成の推進

・市の検証結果に基づく災害対策に応じた取り組みの推進
・事業者の防災意識向上を図るためのあらゆる機会を通じた働きかけ
・市職員の災害対応に関する理解の促進
・防災ＤＸによるデジタル技術等の先進技術を災害時に活用できる人材の育成

【防災危機管理局】ハザードマップの周知・啓発

最新の防災情報や、洪水・内水氾濫・高潮・地震・津波・ため池氾濫・土砂災害のハザードマップを掲
載した冊子を新たに作成し、市内の全世帯に加え、事業者に配布し、防災意識の向上を図ります。

拡充

② 多様な視点を尊重し支え合う意識の変革

・要配慮者に配慮し、それらの方を支援する風土の醸成
・男女平等参画等の視点を踏まえた取り組みの推進

【西区】インクルーシブ防災 ～共助の芽生え～ ＜区の特性に応じたまちづくり事業＞

中高生・事業者・地域の協働により年齢・障害の有無・国籍・家庭環境等に関わらず、地域に暮らす全
ての人が防災の当事者として相互理解し、支え合える関係づくりを支援する取り組みを実施します。

③ 防災意識の高まりを備えの実践に繋げる行動変容の推進

・適切な備えを理解し、備えの実践へ一歩を踏み出すための支援
・多様な主体と連携・協働した人材育成の機会の拡大

【中川区】専門家に学ぼう！避難所開設・運営訓練＜区の特性に応じたまちづくり事業＞

被災地支援の経験を有する専門家の監修のもと、避難所開設・運営に係る実践的な訓練教材を作成し、
教材を活用した住民参加型の避難所開設・運営訓練及び実践報告会の開催を通じて、内容を周知します。

新規

新規



４ 令和８年度事業計画


